
Title ＜北大立法過程研究会＞衆議院の将来像　－有識者懇談会の答申－

Author(s) 浅野, 一郎; ASANO, Ichiro

Citation 北大法学論集, 52(1), 363-377

Issue Date 2001-05-31

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/15078

Type departmental bulletin paper

File Information 52(1)_p363-377.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



ij資l
!料 jl

〈
北
大
立
法
過
程
研
究
会
〉

参
議
院
の
将
来
像
|
有
識
者
懇
談
会
の
答
申
|

(1) 

参
議
院
成
立
の
経
緯

ま
ず
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
当
た
っ
て
、
二
院
制
の
問
題
が
ど
う
考

え
ら
れ
た
か
を
眺
め
て
み
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
マ
ツ
カ
l
サ
l
草
案
に
ふ
れ
ざ
る
を
得

な
い
が
、
そ
の
前
に
注
目
す
べ
て
二
つ
の
文
書
が
あ
る
。

j美

野

郎

一
つ
は
一
九
四
六
年
一
月
七
日

S
W
N
C
C
(国
務
、
陸
軍
、
海
軍
三

省
調
整
委
員
会
)
が
承
認
し
た
「
日
本
国
の
統
治
体
制
の
改
革
」
と
題
す

る
文
書

(
S
W
N
C
C
|
一
一
一
一
八
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
年
一
月
一
一

日
に
、
在
日
最
高
司
令
官
に
情
報
と
し
て
送
付
さ
れ
た
も
の
で
、
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
は
、
憲
法
改
正
の
要
求
を
包
含
す
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
政
府
の
認

識
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
議
会
制
度
に
つ
い
て
は
、
問
題
点
と
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料

改
革
点
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
日
本
の
現
行
憲
法
(
大
日
本
帝
国
憲
法
)
は
、
一
方
に
お
い
て
は
、

国
民
の
側
の
代
議
制
へ
の
要
求
を
な
だ
め
る
と
い
う
目
的
、
他
方
に
お
い

て
は
、
明
治
の
指
導
者
で
あ
る
憲
法
制
定
者
逮
が
、
近
代
の
世
界
の
中
で

日
本
が
存
続
し
発
展
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
信
じ
た
、
中
央
集
権
的
、

独
裁
的
統
治
機
構
を
、
強
化
し
、
氷
続
さ
せ
ん
と
す
る
目
的
、
と
い
う
こ
重

の
目
的
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
目
的
に
合
致
す
る

た
め
、
国
家
権
力
は
、
天
皇
の
周
囲
に
い
る
数
少
な
い
個
人
的
助
言
者
達

の
手
に
握
ら
れ
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
会
(
虫
色
)
に
お
け
る
国

民
の
代
表
者
に
は
立
法
に
対
し
限
ら
れ
た
範
囲
で
監
督
的
権
限
が
与
え
ら

れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
」
:
・
「
貴
族
院
は
、
大
体
二
分
の
一
が
貴
族
、
四
分

の
一
が
高
額
納
税
者
の
互
選
に
よ
る
者
、
四
分
の
一
が
天
皇
の
任
命
す
る

者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
貴
族
院
が
民
選
の
下
院
と

同
等
の
権
限
を
も
つ
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
有
産
階
級
及
び
保
守
的
な

階
級
の
代
表
者
に
、
立
法
に
関
し
て
不
当
な
影
響
力
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
」
と
現
状
認
識
を
述
べ
、
「
国
民
に
責
任
を
負
う
真
の
代
議
政
治
の
発

達
」
を
保
障
す
る
た
め
、
広
範
囲
の
選
挙
権
を
認
め
、
選
挙
民
又
は
立
法

府
に
責
任
を
負
う
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
、
「
立
法
府
は
、
選
挙
民
を
完

全
に
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
予
算
の
ど
の
項
目
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を

減
額
し
、
増
額
し
、
も
し
く
は
削
除
し
、
ま
た
は
、
新
項
目
を
提
案
す
る

資

権
限
を
完
全
な
形
で
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
等
の
新
条
項
を
憲
法
に

加
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る

(
S
W
N
C
C
〔
国
務
・
陸
軍
・
海
軍

コ
一
省
調
整
委
員
会
〕
二
二
八
〔
日
本
統
治
体
制
の
改
革
〕
。
原
文
及
び

翻
訳
は
高
柳
賢
三
、
大
友
一
郎
、
田
中
英
夫
編
著
「
日
本
国
憲
法
制
定
の

過
程
l
連
合
国
総
司
令
部
側
の
記
録
に
よ
る

I
」
四
一
三
頁
以
下
)
。

こ
こ
で
は
立
法
府
を
完
全
な
公
選
制
と
す
る
意
見
は
み
ら
れ
る
が
、
積
極

的
に
一
院
制
に
せ
よ
と
の
表
現
は
、
み
ら
れ
な
い
。

も
う
一
つ
は
、
一
九
四
五
年
二
一
月
六
日
付
の
「
日
本
の
憲
法
に
つ
い

て
の
準
備
的
研
究
と
提
案
」
と
題
す
る
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の

陸
軍
少
佐
ラ
ウ
エ
ル
が
作
成
、
総
司
令
部
へ
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
冒
頭
で
、
日
本
に
お
い
て
民
主
主
義
的
傾
向
を
伸
長
す

る
た
め
諸
々
の
弊
風
を
な
く
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

そ
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
同
憲
法
の
改
正
、
川
憲
法
改
正
案
の
総
司
令

部
に
よ
る
承
認
、
判
憲
法
改
正
案
へ
の
本
レ
ポ
ー
ト
附
属
文
書
掲
載
諸
規

定
の
条
文
化
を
提
案
し
て
い
る
。

議
会
制
度
に
つ
い
て
は
「
附
属
文
書
B

国
民
に
対
し
て
応
え
る
政
府
」

の
な
か
の
「
l

事
実
」
の
項
で
「
貴
族
院
の
構
成
は
、
勅
令
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
て
い
る
。
貴
族
院
は
、
貴
族
と
多
額
納
税
者
を
代
表
す
る
も
の

で
あ
る
L

と
述
べ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「

4

提
案
」
の
項
に
お
い
て
「
立

法
部
は
一
院
で
も
二
院
で
も
よ
い
が
、
全
議
員
が
公
選
に
よ
り
選
ば
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
た
(
レ
ポ
ー
ト
「
日
本
の
憲
法
に
つ
い
て

の
準
備
的
研
究
と
提
案
」
(
一
九
四
五
年
一
二
月
六
日
付
)
、
高
柳
賢
コ
一
、

大
友
一
郎
、
田
中
英
夫
編
著
「
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
|
連
合
国
司
令

部
側
の
記
録
に
よ
る

l
I
」
=
一
頁
以
下
)
。

こ
の
両
文
書
に
お
い
て
は
、
憲
法
改
正
案
に
お
け
る
議
会
は
、
公
選
の

議
員
の
み
で
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
は
、
み
ら
れ
た
が
、
一
院
制

か
二
院
制
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
マ
ツ
カ
l
サ
l
草
案
が
一
九
四
六
年
二
月
一
日
か
ら
わ
ず
か
一

O
日
余
り
で
起
草
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
民
政
局
に
お
け
る
起
草
の
過
程

で
二
月
五
日
の
「
民
政
局
会
合
の
議
事
要
録
」
に
よ
れ
ば
、
議
会
制
度
に

つ
い
て
一
院
制
を
提
案
す
る
結
論
に
達
し
た
こ
と
、
及
び
マ
ツ
カ
I
サ

!

元
帥
も
同
意
見
で
あ
る
こ
と
等
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
次
の
よ
う
で

あ
る
。

参議院の将来像

「
い
ろ
い
ろ
な
点
を
考
慮
し
た
結
果
、
二
院
制
よ
り
も
一
院
制
を
提
案

し
た
方
が
よ
い
と
の
結
論
に
達
し
た
。
日
本
に
お
け
る
政
治
の
発
達
を
み

て
も
、
そ
こ
に
は
特
に
二
院
制
を
よ
し
と
す
べ
き
点
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
マ
ツ
カ
l
サ
l
元
帥
も
日
本
に
は
一
院
制
の
方
が
よ
い
、
二
院
制
を

と
る
と
す
れ
ば
、
国
民
代
表
選
出
に
つ
い
て
二
つ
の
形
態
を
用
い
る
こ
と

に
な
り
、
ど
ち
ら
の
院
に
「
不
信
任
決
議
」
を
な
す
権
能
を
与
え
る
か
と

い
う
難
し
い
問
題
も
生
じ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
(
一
九
四
六
年
二
月
五

日
「
民
政
局
会
合
の
議
事
要
録
」
、
高
柳
賢
三
、
大
友
一
郎
、
田
中
英
夫

編
著
「
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
|
連
合
国
総
司
令
部
側
の
記
録
に
よ
る

1
I
」
一
一
一
一
頁
以
下
)
。

さ
ら
に
「
民
政
局
長
の
た
め
の
覚
え
書
き
〔
国
会
の
章
に
つ
い
て
の
小

委
員
会
案
〕
」
は
「
第
四
章
国
会
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
「
条
文
」
を

示
し
て
い
る
(
民
政
局
長
の
た
め
の
覚
え
書
き
〔
国
会
の
章
に
つ
い
て
の

小
委
員
会
案
〕
)
(
高
柳
賢
三
、
大
友
一
郎
、
田
中
英
夫
編
著
「
日
本
国
憲

法
制
定
の
過
程
連
合
国
総
司
令
部
側
の
記
録
に
よ
る

i
I
」
一
五
七
頁

以
下
)
。
「
第
一
条
国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
っ
て
、
国
の
唯
一
の
立

法
機
関
で
あ
る
。
」

「
第
二
条
国
会
は
、
選
挙
さ
れ
た
議
員
に
よ
る
一
院
制
で
構
成
さ
れ
、

議
員
の
定
数
は
コ

5
0人
以
上
五
O
O
人
以
下
と
す
る
。
」
「
国
会
議
員
の

選
挙
の
選
挙
人
及
び
候
補
者
の
資
格
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。
こ
れ

ら
の
資
格
の
定
め
を
な
す
に
当
た
っ
て
は
、
性
別
、
人
種
、
信
条
、
体
色

ま
た
は
社
会
的
身
分
を
根
拠
と
し
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
よ

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
ほ
ぽ
マ
ツ
カ
l
サ
l
草
案
の
「
第
四
章
国
会
」
の

な
か
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
国
会
を
一
院
制
に
し
た
か
に
つ
い
て
、

総
司
令
部
側
の
マ
ツ
カ
l
サ
l
草
案
説
明
書
「
憲
法
改
正
(
案
)
の
説
明

の
た
め
の
覚
え
書
き
」
で
は
、
詳
細
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
「
(
総

北法52(1. 365) 365 



キヰ

司
令
部
側
)
憲
法
改
正
〔
マ
ツ
カ

l
サ
l
草
案
〕
の
説
明
の
た
め
の
覚
え

書
き
」
高
柳
賢
三
、
大
友
一
郎
、
田
中
英
夫
編
著
「
日
本
国
憲
法
制
定
の

過
程
1

連
合
国
総
司
令
部
側
の
記
録
に
よ
る

i
I」
三

O
五
頁
以
下
)
。

「
議
会
を
一
院
制
に
す
る
こ
と
は
、
代
表
民
主
制
運
営
の
責
任
を
一
点

に
集
中
す
る
か
ら
賢
明
で
あ
り
、
有
用
で
あ
る
。
貴
族
制
は
廃
止
さ
れ
る

か
ら
貴
族
院
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。
合
衆
国
と
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

州
の
主
権
及
、
ぴ
国
民
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
重
代
表
(
宕
色
『
切
望
g
g
g
I

資

E
ロ
)
の
観
念
を
樹
立
す
る
必
要
も
な
い
。
と
い
う
の
は
日
本
に
は
、
合

衆
国
の
場
合
と
同
様
の
事
情
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
民
を
完
全
に
代
表

し
て
い
な
い
第
二
院
な
い
し
上
院
を
創
設
す
る
と
、
ど
ち
ら
の
院
の
権
限

が
優
越
す
る
か
に
つ
い
て
争
い
を
生
ず
る
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に

長
年
に
わ
た
る
根
強
い
自
治
の
伝
統
を
持
つ
国
で
も
、
紛
議
、
口
論
、
不

和
の
も
と
に
な
っ
た
。
日
本
が
新
憲
法
を
採
択
す
る
際
に
は
、
こ
う
い
う

衝
突
の
可
能
性
を
避
く
べ
き
で
あ
る
。
行
政
府
が
立
法
府
に
対
し
完
全
に

責
任
を
負
う
と
し
た
場
合
に
、
二
院
制
よ
り
も
一
院
制
の
ほ
う
が
立
法
府

と
行
政
府
と
の
間
に
実
際
の
関
係
を
定
め
や
す
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
我
が
政
府
側
は
、
一
九
四
六
年
二
月
一
一
一
一
日
こ
の
マ
ツ

カ
l
サ
l
草
案
を
受
け
と
る
際
に
松
本
国
務
大
臣
は
、
「
他
の
諸
国
も
、

そ
の
多
く
が
、
議
会
の
運
営
に
安
定
性
を
も
た
ら
す
た
め
、
二
院
制
を
採

用
し
て
い
る
。
も
し
一
院
制
の
み
だ
っ
た
ら
、
あ
る
党
が
多
数
を
得
た
ら

逆
の
極
に
進
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
第
二
院
が
あ
れ
ば
、
政
府

の
政
策
の
安
定
性
と
継
続
性
と
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
説
明
し
て
、
二
院

制
を
要
請
し
た
が
、
一
院
制
か
、
二
院
制
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
、
二
月

一
一
一
一
日
の
松
本
国
務
大
臣
と
ホ
イ
ッ
ト
ニ

l
民
政
局
長
と
の
会
談
に
お
い

て
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
両
院
と
も
国
民
の
選
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
二

院
制
そ
れ
自
体
に
反
対
で
な
い
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
、
マ
ッ
カ
|

サ
l
草
案
を
基
礎
と
し
た
政
府
三
月
二
日
案
に
お
い
て
「
国
会
ハ
衆
議
院

及
参
議
院
ノ
両
院
ヲ
以
テ
成
立
ス
」
(
四

O
条
)
と
二
院
制
を
採
用
し
た
。

二
院
制
を
採
用
し
た
理
由
は
、
三
月
二
日
案
に
つ
い
て
の
松
本
国
務
大
臣

の
説
明
書
で
は
「
不
当
な
多
数
圧
制
に
対
す
る
抑
制
と
、
行
き
過
ぎ
た
る

一
時
的
偏
奇
に
対
す
る
制
止
的
任
務
を
果
た
す
の
が
参
議
院
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

北法52(1・366)366

な
お
、
現
在
の
い
ず
れ
も
公
選
と
す
る
こ
院
制
と
な
る
ま
で
に
は
、
三

月
二
日
案
で
は
「
参
議
院
ハ
地
域
別
又
ハ
職
能
別
ニ
依
リ
選
挙
セ
ラ
レ
タ

ル
議
員
及
内
閣
ガ
両
議
院
ノ
議
員
ヨ
リ
成
ル
委
員
会
ノ
決
議
ニ
依
リ
任
命

ス
ル
議
員
ヲ
以
テ
組
織
ス
」
(
四
五
条
一
項
)
と
い
う
よ
う
に
一
部
で
地

域
代
表
制
や
職
能
代
表
制
を
採
用
し
、
さ
ら
に
一
部
で
任
命
制
を
採
用
し

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
案
は
、
総
司
令
部
が
全
議
員
は
公
選
に
よ
り
選

ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
た
め
、
固
く
拒
否
さ



れ
た
。
そ
し
て
「
両
議
院
ハ
国
民
ニ
依
リ
選
挙
セ
ラ
レ
、
全
国
民
ヲ
代
表

ス
ル
議
員
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス
」
と
改
め
ら
れ
た
。
「
全
国
民
ヲ
代
表
ス

ル
」
と
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
職
能
代
表
を
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
後
の
改
正
案
で
は
「
国
民
ニ
依
リ
」
の
文
言
が
削
ら
れ
た

の
で
、
直
接
選
挙
以
外
の
選
挙
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
生
じ
た
と
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

(2) 

参
議
院
の
存
在
理
由
と
独
自
性
の
確
保

参議院の将来像

付
参
議
院
の
存
在
理
由

衆
議
院
と
同
様
、
公
選
で
選
ば
れ
た
議
員
で
構
成
さ
れ
る
参
議
院
の
存

在
理
由
は
、
何
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。
憲
法
制
定
の
際
の
帝
国
議
会
で
大

い
に
論
議
さ
れ
た
が
、
①
第
二
院
は
一
議
院
で
は
十
全
に
捉
え
き
れ
な
い

民
意
を
代
表
し
、
第
一
院
の
偏
向
を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
第
一

院
の
陥
る
過
ち
を
批
判
し
、
専
制
化
の
危
険
を
抑
制
し
、
調
整
(
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
作
用
を
含
む
)
す
る
機
能
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
③
第
二
院

の
構
成
、
組
織
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
は
、
長
期
の
視
野
に
立
つ
政
策
立
案

ゃ
、
よ
り
慎
重
で
成
熟
し
た
立
法
作
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

る
。
(
嶋
谷
潤
「
国
会
改
革
と
参
議
院
の
将
来
」
金
沢
工
業
大
学
・
人
間

科
学
総
合
研
究
所
報
第
八
号
一

O
入
頁
)
と
い
う
こ
と
に
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

(コ
参
議
院
独
自
性
の
確
保

全
国
区
制

参
議
院
が
こ
の
よ
う
な
存
在
理
由
に
応
え
、
そ
の
機
能
と
役
割
を
果
す

た
め
に
は
、
参
議
院
は
、
衆
議
院
と
異
な
っ
た
構
成
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
参
議
院
議
員
選
挙
制
度
に
お
い
て
全
国
区
制
を
考

え
、
職
能
代
表
的
性
格
、
学
識
経
験
者
・
文
化
人
代
表
的
性
格
、
非
政
党

化
と
い
う
特
色
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
全
国
区
制
は
、
第
一
回
の
選
挙
で
は
、
①
無
所
属
の
議

員
が
一

O
八
人
(
全
国
区
で
五
七
人
)
と
第
一
位
を
占
め
、
②
し
か
も
こ

れ
ら
の
無
所
属
議
員
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
学
識
経
験
者
、
文
化
人
又
は

業
界
組
織
、
官
庁
組
織
、
労
働
組
合
の
代
表
な
ど
い
わ
ば
職
能
代
表
で
あ
っ

た
。
③
さ
ら
に
無
所
属
議
員
が
中
心
と
な
っ
て
緑
風
会
が
結
成
さ
れ
(
当

初
七
四
人
、
の
ち
九
六
人
)
、
良
識
の
上
に
立
っ
て
是
々
非
々
の
態
度
で

臨
む
こ
と
と
し
た
り
、
④
日
本
社
会
党
が
四
七
人
で
第
二
党
と
な
り
、
革

新
勢
力
が
進
出
す
る
な
ど
参
議
院
の
存
在
理
由
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。

I 
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と
こ
ろ
が
昭
和
二
五
年
六
月
四
日
の
第
二
回
参
議
院
通
常
選
挙
後
、
こ

の
傾
向
が
次
第
に
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
第
二
回
通
常
選
挙
で

は
、
緑
風
会
は
、
全
国
区
四
O
入
、
地
方
区
一
八
人
の
候
補
者
を
た
て
た



叶

$
1

4
色
川
・

が
、
全
国
区
で
六
人
、
地
方
区
で
三
人
が
当
選
す
る
に
と
ど
ま
り
、
自
由

党
は
五
二
人
、
社
会
党
は
三
六
人
が
当
選
し
、
そ
れ
ぞ
れ
議
席
を
増
や
し

た
の
で
あ
っ
た
。
全
国
区
の
変
化
は
、
政
党
問
の
対
立
の
激
化
と
選
挙
運

動
上
の
困
難
さ
の
た
め
に
、
特
定
の
組
織
に
基
盤
を
有
す
る
当
選
者
の
増

加
(
こ
の
結
果
、
緑
風
会
の
議
席
は
第
二
回
以
後
五
七
人
、
四
人
人
、
一

一
人
、
七
人
と
減
少
し
、
四
O
年
の
第
七
回
通
常
選
挙
で
は
候
補
者
無
と

な
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
っ
た
)
、
職
能
代
表
と
い
う
よ
り
は
利
益
代
表

的
色
彩
の
増
大
、
政
党
的
色
彩
の
顕
著
化
、
無
所
属
の
激
減
と
い
う
結
果

資

を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
「
参
議
院
の
政
党
化
」
の
現
象
の
出
現
と
学
識
経
験
者
・
文
化

人
代
表
、
職
能
代
表
の
後
退
に
よ
る
良
識
の
喪
失
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
い
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
参
議
院
の
政
党
化
は
、
昭
和
三

O
年
一

O
月
二
二
日
の
左
右

社
会
党
の
統
一
、
一
一
月
一
五
日
の
保
守
合
同
に
よ
っ
て
一
層
拍
車
が
か

か
り
、
昭
和
五
七
年
、
参
議
院
議
員
選
挙
に
拘
束
名
簿
比
例
代
表
制
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
進
展
し
政
党
制
が
衆
議
院
、
参
議
院
を

横
断
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

参
議
院
の
政
党
化
の
現
象
は
、
今
の
憲
法
、
選
挙
法
の
下
で
は
、
不
可

避
で
あ
り
、
合
理
的
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
(
深
瀬
忠
一
「
日
本

国
憲
法
に
お
け
る
両
院
制
の
特
色
」
清
宮
四
郎
、
佐
藤
功
編
豆
忠
法
講
座
』

第
三
巻
(
一
九
六
四
)
四
一
頁
)

0

そ
こ
で
問
題
は
、
参
議
院
の
政
党
化
の
た
め
に
、
参
議
院
と
衆
議
院
と

の
聞
に
質
的
差
異
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
参
議
院
の
独
自

性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
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参
議
院
改
革
論

そ
こ
で
、
参
議
院
の
中
立
化
、
非
政
党
化
を
図
ら
う
と
す
る
参
議
院
改

革
識
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
改
革
論
は
、
現
行
憲
法
改
正
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な

い
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
主
張
も
さ
れ
て
い
る
。
①
議
員
は
、
立
候

補
の
と
き
か
ら
政
党
を
離
脱
す
る
こ
と
を
憲
法
で
規
定
す
る
。
②
議
員
は
、

立
候
補
の
際
に
政
党
員
で
な
い
こ
と
を
国
民
に
誓
う
こ
と
を
憲
法
で
規
定

す
る
。
③
議
員
は
、
在
任
中
党
籍
を
離
脱
す
る
。
④
議
員
の
一
部
を
推
薦

制
や
職
能
代
表
制
と
す
る
。
⑤
議
員
は
、
大
臣
や
政
務
次
官
に
就
任
し
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

E こ
れ
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
際
し
て
政
党
の
選
挙
活
動

を
禁
止
し
な
い
限
り
、
議
員
の
党
派
性
は
さ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
非

政
党
化
し
で
も
自
民
ク
ラ
ブ
と
か
社
会
ク
ラ
ブ
と
い
う
も
の
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
党
議
に
服
従
義
務
が
な
い
の
だ
か
ら
差
支
え
な
い
と

み
る
見
解
も
あ
る
が
重
要
問
題
に
つ
い
て
自
己
の
支
援
党
の
意
見
に
反
す

る
行
動
を
と
る
こ
と
は
、
次
回
の
選
挙
お
け
る
援
助
ひ
い
て
は
当
選
を
断



参議院の将来像

念
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
形
式
的
に
党
議
拘

束
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
参
議
院
の
政
党
化
の
実
質
に
変
化
は
な
い
だ
ろ

う
(
丸
山
健
「
参
議
院
と
政
党
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
二
九
三
号
四
O
頁
)
と
か
、

ま
た
、
議
員
の
推
薦
制
に
つ
い
て
は
、
推
薦
の
為
の
選
考
委
員
会
の
人
選
、

さ
ら
に
は
候
補
者
の
選
考
に
つ
い
て
も
公
権
力
の
意
向
に
よ
っ
て
左
右
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
易
い
の
で
、
そ
の
非
民
主
的
性
格
は
「
旧
憲
法
時
代
の

勅
選
制
度
を
想
起
せ
し
む
る
も
の
で
あ
り
」
(
佐
藤
立
夫
「
参
議
院
は
い

か
に
あ
る
べ
き
か
」
公
法
研
究
一

O
号
一
一
一
一
一
頁
)
、
ま
た
企
図
す
る
実

態
は
、
「
良
識
の
府
の
名
の
も
と
に
:
:
:
体
制
側
に
有
利
に
理
論
化
で
き

る
人
材
を
送
り
込
ん
で
」
「
政
府
、
与
党
に
素
直
な
参
議
院
の
創
出
」
に

あ
る
(
清
水
陸
「
日
本
国
憲
法
の
位
相
」
(
一
九
五
七
)
九
四
頁
)
な
ど

か
ら
到
底
賛
成
し
難
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

推
薦
制
、
任
命
制
を
と
る
こ
と
は
、
参
議
院
を
立
法
作
用
、
行
政
監
督

作
用
と
い
う
重
要
な
作
用
を
も
っ
国
会
の
一
院
と
し
て
考
え
る
以
上
、
民

主
主
義
の
原
理
か
ら
い
っ
て
到
底
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
参
議
院
の
性
格
を
諮
問
機
関
、
審
議
会
的
な
機
関
に
変
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
ま
た
別
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
二
院
制
で

は
な
い
。

そ
こ
で
、
参
議
院
の
政
党
化
を
前
提
と
し
て
、
参
議
院
と
衆
議
院
と
を

異
質
な
ら
し
め
る
案
と
し
て
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
を
小
選
挙
区
制
と
し

て
、
誰
に
政
権
を
担
当
さ
せ
る
か
と
い
う
国
民
の
意
思
を
投
影
さ
せ
る
場

と
し
、
参
議
院
議
員
の
選
挙
を
比
例
代
表
制
と
し
て
、
国
民
の
多
様
な
意

思
を
投
影
さ
せ
る
場
と
し
て
、
両
院
の
政
党
構
成
の
状
況
を
異
な
ら
し
め

る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
で
ど
こ
ま
で
両
院
が
異
な
っ
た

政
党
構
成
状
況
に
な
る
こ
と
が
担
保
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

更
に
、
間
接
選
挙
制
、
即
ち
衆
議
院
で
学
識
経
験
者
を
選
挙
す
る
と
い

う
案
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
衆
議
院
と
同
じ
政
党
比
率
の
参
議
院
が

で
き
る
し
、
学
識
経
験
者
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
政
策
の
基
本
に
お

い
て
は
、
政
党
の
政
策
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
実
質
、
政

党
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
政
党
の
事
実
上
の
影
響
力

か
ら
ど
れ
だ
け
独
立
性
を
保
ち
得
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
衆
議
院
の
優
越

の
下
で
、
果
し
て
、
参
議
院
の
抑
制
機
能
に
ど
れ
だ
け
有
効
に
作
用
す
る

か
疑
問
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
衆
議
院
を
職
能
代
表
制
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

職
能
団
体
相
互
間
の
比
率
を
ど
う
ふ
り
分
け
る
か
、
消
費
者
団
体
を
如
何

に
組
織
化
す
る
か
の
問
題
を
か
か
え
る
し
、
ま
た
、
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
や

ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
下
の
国
民
経
済
会
議
が
実
効
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
賛
成
で
き
な
い
。
さ
ら
に
職
能
代
表
制
は
、
公

選
で
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
連
合
国
最
高
司
令
部

(
G
H
Q
)
も
こ
の
点
で
職
能
代
表
制
に
つ
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料

い
て
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。

資

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
公
選
制
を
前
提
と
す
る
限
り
、
衆
議
院
と

参
議
院
を
異
質
的
構
成
な
ら
し
め
る
こ
と
は
、
そ
の
程
度
に
も
よ
る
が
、

困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
参
議
院
を
「
全
国
民
の
代
表
」
で
は
な
く
、
二
疋
の
地
域
と

関
連
し
て
、
こ
れ
を
単
位
と
し
て
代
表
者
を
選
出
す
る
と
い
う
意
味
で
の

「
地
域
代
表
」
的
性
格
な
も
の
に
す
る
と
い
う
考
え
方
も
出
現
し
て
い
る
。

地
方
自
治
が
固
有
権
的
な
も
の
と
し
て
再
把
握
さ
れ
始
め
て
い
る
近
時
の

状
況
か
ら
新
し
い
型
の
連
邦
型
的
二
院
を
構
想
す
る
も
の
で
、
参
議
院
を

都
道
府
県
(
地
方
自
治
体
)
代
表
的
性
格
の
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
を
衆
議
院
と
同
様
、
最
も
重
要
な

立
法
作
用
及
び
行
政
監
督
作
用
を
も
っ
一
院
と
し
て
構
想
す
る
な
ら
ば
、

民
主
主
義
の
原
理
か
ら
考
え
て
好
ま
し
い
構
想
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は

し
カ
な
し

最
後
に
、
参
議
院
の
運
営
に
お
い
て
、
参
議
院
と
衆
議
院
と
異
な
る
機

能
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
番
問

題
と
な
る
の
が
「
党
議
拘
束
の
緩
和
」
で
あ
る
が
、
政
党
国
家
の
現
実
の

下
で
、
少
な
く
と
も
綱
領
に
明
記
さ
れ
た
政
党
の
基
本
政
策
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
議
員
は
、
所
属
政
党
の
党
議
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
り
、
基
本
政
策
で
は
な
く
て
も
党
の
政
策
と
し
て
党
が
決
定
し
た

事
項
に
つ
い
所
属
議
員
が
自
由
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
体
「
政
党
」
と
は

何
か
と
い
う
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。
し
た
が
っ
て
「
党
議
拘
束
の
緩
和
」

に
は
白
か
ら
限
界
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
で
は
、
参
議

院
は
衆
議
院
と
異
な
っ
た
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
く
る
と
、
参
議
院
の
運
営
の
面
で

も
異
質
性
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
の
よ
う
で
あ
る
。
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(3) 

参
議
院
改
革
の
歩
み

憲
法
改
正
の
過
程
に
お
い
て
、
政
府
は
、
貴
族
院
型
の
第
二
院
の
存
続

を
考
え
て
い
た
が
、
連
合
国
最
高
司
令
部

(
G
H
Q
)
は
、
マ
ッ
カ

1
サ
l

草
案
に
お
い
て
一
院
制
案
を
指
示
し
、
結
局
、

G
H
Q側
の
公
選
制
の
議

員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
れ
ば
、
二
院
制
を
認
め
る
と
い
う
妥
協
に
よ
っ
て
、

参
議
院
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

妥
協
の
結
果
、
創
設
さ
れ
た
た
め
に
、
参
議
院
は
、
①
い
ず
れ
も
公
選

で
あ
る
こ
院
制
の
存
在
理
由
は
何
か
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
、
論
議
し
、

参
議
院
の
機
能
、
役
割
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
②
そ
し
て
、
そ
の

機
能
、
役
割
に
応
じ
て
参
議
院
の
構
成
を
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
十
分
に
検
討
す
る
時
間
的
余
裕
も
な
い
ま
ま
、
ス
タ
ー
ト
し
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た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
参
議
院
創
設
の
と
き
か
ら
、
す
で
に
改
革
の
問
題
を
い

だ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
参
議
院
の
政
党
化
の
進
展
は
、
昭
和
二
0
年
代
後
半
か
ら
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
政
党
化
に
対
す
る
評
価
も
十
分
に
定
ま
る
こ

と
な
く
経
過
し
て
行
っ
た
。

そ
し
て
五
五
年
体
制
に
入
っ
て
、
参
議
院
は
、
衆
議
院
の
「
カ
ー
ボ
ン

コピ
l
」
に
過
ぎ
ず
、
独
自
の
存
在
意
義
を
持
た
ず
、
国
民
の
信
頼
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
と
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
か
ね
て
「
参
議
院
本
来
の
使
命
を
果
す
た
め
に
、
一
層
の
努

力
と
工
夫
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
た
河
野
謙
三
議
員
は
、

議
長
就
任
後
、
八
人
(
愛
川
重
義
、
秋
山
ち
え
子
、
飯
島
保
、
河
野
義
克
、

佐
藤
功
、
中
正
雄
、
中
村
菊
男
、
西
浮
哲
四
郎
)
の
有
識
者
を
委
員
と
す

る
「
参
議
院
問
題
懇
談
会
」
を
設
置
し
、
参
議
院
の
在
り
方
に
つ
い
て
諮

問
し
た
(
一
九
七
一
(
昭
四
六
)
年
七
月
二
一
O
日
)
。
同
懇
談
会
は
、
同

年
九
月
二
十
三
日
に
、
議
長
は
第
一
党
か
ら
、
副
議
長
は
第
二
党
か
ら
選

出
す
る
こ
と
、
正
、
副
議
長
の
党
籍
離
脱
、
参
議
院
議
員
の
国
務
大
臣
等

へ
の
就
任
の
自
粛
、
党
議
拘
束
の
緩
和
、
委
員
会
に
お
け
る
自
由
討
議
の

採
用
等
を
内
容
と
す
る
「
参
議
院
運
営
の
改
革
に
関
す
る
意
見
書
」
を
答

申
し
た
。
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こ
の
答
申
を
受
け
た
河
野
議
長
は
、
各
会
派
の
代
表
者
会
議
を
開
催
し
、

こ
の
意
見
書
の
結
論
に
つ
い
て
検
討
を
依
頼
し
た
が
、
七
二
年
(
昭
四
七

年
)
三
月
に
「
参
議
院
問
題
懇
談
会
の
答
申
は
、
:
:
:
基
本
的
に
は
、
参

議
院
の
現
状
に
対
す
る
批
判
を
的
確
に
表
現
し
た
も
の
と
評
価
し
、
今
後
、

引
き
続
き
、
そ
の
実
現
に
努
力
す
る
」
旨
の
申
し
合
せ
を
行
な
い
、
各
派

代
表
者
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
各
会
派
代
表

者
会
議
は
「
各
会
派
代
表
者
懇
談
会
」
と
改
称
し
た
(
七
三
年
(
昭
四
八

年
)
三
月
二
日
)

0

七
七
年
(
昭
五
二
年
)
七
月
に
就
任
し
た
安
井
議
長
は
、
同
年
八
月
各

会
派
代
表
者
懇
談
会
に
お
い
て
「
参
議
院
改
革
に
関
す
る
基
本
的
又
は
現

実
的
な
問
題
に
つ
い
て
各
党
で
各
党
の
考
え
を
ま
と
め
、
具
体
的
に
ど
う

取
り
組
む
か
を
検
討
し
た
い
」
旨
の
提
案
を
行
い
、
同
年
一
一
月
に
、
議

院
運
営
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
す
る
「
参
議
院
改
革
協
議
会
」
が

設
置
さ
れ
た
(
七
七
年
(
昭
五
二
年
)
一
一
月
一
二
日
)
。

こ
の
参
議
院
改
革
協
議
会
は
、
そ
の
後
、
徳
永
、
木
村
、
藤
田
、
土
屋
、

長
田
、
原
の
歴
代
議
長
の
下
で
引
き
続
き
、
設
置
さ
れ
、
各
種
の
改
善
策

が
答
申
さ
れ
た
。
九
五
年
(
平
成
七
年
)
八
月
に
就
任
し
た
斉
藤
議
長
の

下
で
は
、
参
議
院
改
革
協
議
会
に
代
わ
り
、
同
年
一

O
月
に
、
参
議
院
改

革
に
抜
本
的
に
取
り
組
む
た
め
「
参
議
院
制
度
改
革
検
討
会
」
が
設
置
さ

れ
た
。
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こ
れ
ま
で
の
参
議
院
改
革
に
つ
い
て
取
り
組
ま
れ
た
も
の
は
、
参
議
院

の
運
営
や
内
部
組
織
の
見
直
し
が
中
心
で
、
そ
の
主
な
も
の
は
、
正
副
議

長
の
党
籍
離
脱
と
議
長
は
第
一
会
派
か
ら
副
議
長
は
第
二
会
派
か
ら
の
選

出
、
小
会
派
の
発
言
の
保
障
、
重
要
議
案
の
審
議
日
数
の
確
保
、
参
議
院

先
議
案
件
の
増
加
、
委
員
長
室
の
設
置
、
総
予
算
審
査
に
委
嘱
審
査
方
式

を
導
入
、
調
査
特
別
委
員
会
の
設
置
、
参
議
院
の
調
査
会
制
度
の
創
設
、

議
員
の
海
外
派
遣
の
改
善
(
特
定
事
項
調
査
の
導
入
)
、
常
会
の
一
月
召

集
、
国
会
テ
レ
ビ
の
導
入
、
常
任
委
員
会
と
特
別
委
員
会
の
再
編
、
行
政

監
視
委
員
会
の
新
設
、
本
会
議
採
決
の
押
し
ボ
タ
ン
方
式
導
入
、
検
査
官

任
命
同
意
に
関
す
る
衆
議
院
優
越
規
定
の
削
除
、
国
会
会
議
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
構
築
な
ど
で
あ
り
、
大
部
分
は
、
法
律
、
規
則
の
改
正
を
要
し

資

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

(4) 
す
る
も
の

参
議
院
の
将
来
像
を
考
え
る
有
識
者
懇
談
会
設
置
の
意
味

こ
れ
ま
で
参
議
院
改
革
協
議
会
、
参
議
院
制
度
改
革
検
討
会
で
参
議
院

改
革
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
着
実
に
改
革
が
な
さ
れ
て
来
た
が
、
協
議
会
、

検
討
会
の
活
動
は
、
基
本
的
に
現
行
制
度
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
、
政
党

又
は
会
派
の
意
向
を
尊
重
し
つ
つ
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
議
員
の
運
営
、
組
織
に
係
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
党
派
的
な

利
害
関
係
に
影
響
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
党
派
的
立
場
を
離
れ
て
、
参
議
院
の
在
り
方
を
抜
本
的
に
検

討
し
、
今
後
の
院
内
の
議
論
の
参
考
に
す
る
た
め
、
河
野
議
長
時
代
に
設

け
ら
れ
た
有
識
者
の
懇
談
会
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
、
一
九
八
八
年
(
昭
六

三
年
)
一
月
二
十
二
日
に
、
藤
田
議
長
の
時
代
に
、
再
び
「
二
院
制
下
に

お
け
る
参
議
院
の
あ
り
方
を
考
え
る
研
究
会
(
参
議
院
制
度
研
究
会
)
」

が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
会
は
、
林
修
三
(
座
長
)
、
内
田
健
三
、
河

野
義
克
、
佐
藤
功
、
林
忠
雄
の
五
氏
で
構
成
さ
れ
た
。
研
究
会
は
、
同
年

十
一
月
一
日
、
土
屋
議
長
(
病
気
で
辞
職
し
た
藤
田
議
長
に
代
わ
っ
て
就

任
し
た
)
に
報
告
書
を
提
出
し
た
。

報
告
書
は
、
参
議
院
に
期
待
さ
れ
る
独
自
の
立
場
と
視
点
と
し
て
①
長

期
的
・
総
合
的
な
視
点
に
立
つ
こ
と
、
②
衆
議
院
の
み
で
は
十
分
に
代
表

さ
れ
な
い
国
民
各
層
の
利
益
や
意
見
を
代
表
し
、
反
映
す
る
こ
と
、
③
議

員
各
自
の
意
見
を
で
き
る
限
り
尊
重
し
、
反
映
す
る
こ
と
の
三
点
を
挙
げ
、

そ
の
た
め
の
具
体
策
と
し
て
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
比
例
代
表
制
の
廃
止
、

こ
れ
を
存
置
す
る
場
合
の
検
討
事
項
、
候
補
者
推
薦
制
度
の
可
能
性
の
検

討
な
ど
、
ま
た
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
常
会
の
召
集
時
期
の
変
更
、

議
案
の
委
員
会
へ
の
即
時
付
託
、
党
議
拘
束
の
緩
和
、
本
会
議
・
委
員
会

の
形
骸
化
の
是
正
と
公
明
正
大
な
審
議
の
実
行
、
参
議
院
独
自
の
調
査
会

北法52(1・372)372



の
活
用
、
電
子
式
投
票
装
置
な
ど
の
採
用
を
提
言
し
、
衆
参
同
日
選
挙
の

問
題
に
つ
い
て
触
れ
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
常
会
の
一
月
召
集
、
電
子
式
投
票
装
置
の
採
用
な
ど

実
現
さ
れ
た
が
、
参
議
院
の
存
在
意
義
仁
見
合
っ
た
又
は
議
会
の
第
二
院

と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
抜
本
的
改
革
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
と

は
い
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
や
は
り
、
現
憲
法
下
に
お
け
る
参
議
院
の
位
置
付
け
、
こ
れ

ま
で
の
慣
例
や
慣
行
、
衆
参
と
も
概
ね
同
じ
政
党
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
な
ど
の
「
現
行
の
枠
組
み
」
を
前
提
と
す
る
改
革
に
止
ま
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

参議院の将来像

そ
こ
で
、
参
議
院
は
い
か
な
る
役
割
、
機
能
を
果
す
べ
き
か
、
ま
た
そ

の
た
め
に
参
議
院
は
ど
の
よ
う
に
組
織
運
営
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
枠
組
み
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
考

え
方
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
の
改
革
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
っ
た
点
、
ま
た

将
来
に
わ
た
っ
て
二
院
制
を
続
け
る
場
合
、
真
に
第
二
院
の
役
割
を
果
た

せ
る
参
議
院
改
革
の
方
向
性
等
に
つ
い
て
、
自
由
閲
達
か
つ
広
範
な
議
論

を
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
「
参
議
院
の
将
来
像
を
考
え
る
有
識
者

懇
談
会
」
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
斉
藤
議
長
と
し
て
は
、
参
議
院
創
設
五
十
周
年
の
際
、
二
院
制

を
敷
き
、
二
院
と
も
直
接
選
挙
で
選
出
さ
れ
て
い
る
八
ヶ
国
か
ら
参
加
を

得
て
上
院
議
長
会
議
を
開
催
し
、
第
二
院
の
果
す
べ
き
役
割
等
に
つ
い
て

議
論
を
行
っ
た
が
、
「
直
接
選
挙
に
よ
る
二
院
制
を
採
っ
て
い
る
国
は
意

外
に
少
な
い
こ
と
、
第
二
院
が
設
置
さ
れ
た
歴
史
的
又
は
建
国
的
経
過
を

持
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
院
固
有
の
権
能
を
有
し
て
い
る
国
が
多
い
こ
と

等
に
認
識
を
新
た
に
」
さ
れ
た
こ
と
も
設
置
の
契
機
と
な
っ
た
よ
う
で
あ

る。

ふ

か

し

と

也

あ

き

有
識
者
懇
談
会
の
構
成
は
、
堀
江
湛
(
座
長
)
、
岩
井
奉
信
、
大
宅
映

子
、
大
石
呉
、
金
指
正
雄
、
坂
本
春
生
の
各
氏
と
私
で
あ
っ
た
。
必
ず
し

も
議
会
制
度
の
専
門
家
と
は
い
え
な
い
委
員
も
見
ら
れ
る
が
、
先
入
観
や

思
い
込
み
を
排
し
、
制
度
の
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
関
達
な

意
見
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
構
成
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。そ
の
た
め
に
、
私
は
、
自
由
悶
達
な
議
論
を
で
き
る
だ
け
制
度
化
で
き

る
考
え
と
し
て
ま
と
ま
る
よ
う
に
と
の
立
場
で
、
自
分
の
意
見
は
、
で
き

る
だ
け
差
し
控
え
て
議
論
に
加
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。

そ
こ
で
、
以
下
、
私
な
り
に
審
議
経
過
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
す
る
。
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(5) 

有
識
者
懇
談
会
の
審
議
経
過



キヰ

懇
談
会
は
、
期
待
さ
れ
た
と
お
り
、
最
初
か
ら
自
由
閲
達
、
広
範
な
議

論
が
取
り
交
わ
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
ま
と
ま
る
の
か
、
私
自
身
、
心
配
し

て
い
た
と
い
う
の
が
い
つ
わ
ら
ざ
る
心
境
で
あ
っ
た
。
当
初
か
ら
一
院
制

論
も
み
ら
れ
た
。

資

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
枠
組
み
」
を
越
え
た
発
想
に
立
つ
と
い
う

こ
と
は
、
大
石
教
授
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
決
し
て
従
来
の
参
議
院

改
革
に
向
け
た
努
力
を
消
極
的
に
評
価
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
さ
ら
に
推
進
す
る

方
向
を
探
り
た
い
と
い
う
」
(
大
石
翼
「
参
議
院
の
将
来
像
は
ど
う
描
か

れ
た
か
|
参
議
院
将
来
像
検
討
会
の
審
議
経
過
に
つ
い
て
|
」
議
会
政
治

研
究
五
四
号
三
頁
)
の
が
各
委
員
共
通
し
た
思
い
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
「
参
議
院
の
理
想
像
」
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
改
革
の
実
効

性
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
参
議
院
の
現
実
の
政
治
の
実
態
を
考
慮
し

た
改
革
案
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
各
委
員
一
致
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

懇
談
会
の
活
動
の
経
過
は
、
昨
年
〔
平
成
十
一
年
〕
、
春
か
ら
夏
に
か

け
て
従
来
の
参
議
院
改
革
の
経
緯
と
実
績
、
従
来
の
憲
法
改
正
論
議
、
わ

が
国
の
二
院
制
の
歩
み
、
特
に
参
議
院
成
立
の
経
緯
、
主
要
国
の
議
会
制

度
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
両
院
制
の
是
非
、
参
議
院
の
存
在
理

由
、
参
議
院
の
役
割
、
機
能
、
そ
れ
に
応
じ
た
選
挙
制
度
、
参
議
院
の
政

党
化
の
評
価
な
ど
が
自
由
に
討
論
さ
れ
た
。
そ
の
問
、
参
考
人
と
し
て
議

会
制
度
の
専
門
家
で
あ
る
東
京
国
際
大
学
教
授
(
元
国
会
図
書
館
副
館
長
)

の
下
回
久
則
、
駿
河
台
大
学
教
授
(
元
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
議

の
り
ひ
こ

会
政
治
課
長
)
成
田
憲
彦
の
二
氏
か
ら
諸
外
国
の
二
院
制
、
上
院
の
あ
り

方
、
最
近
の
議
会
改
革
の
動
向
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
聴
い
た
。

次
い
で
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
を
基
本
的
な

考
え
方
、
主
な
機
能
、
運
用
な
ど
に
ま
と
め
る
た
め
の
議
論
が
な
さ
れ
た
。

か

ま

だ

か

な

め

や

ま

も

と

い

ち

た

く

の

こ

う

い

ち

ま
た
、
現
職
の
参
議
院
議
員
、
即
ち
鎌
田
要
人
、
山
本
一
太
、
久
野
恒
一
、

な

か

じ

ま

ひ

ろ

お

い

ま

い

き

よ

し

さ

く

ら

い

み

つ

る

お

が

わ

と

し

お

き

ま

た

よ

し

中
島
啓
雄
(
以
上
自
民
党
)
、
今
井
澄
、
楼
井
充
、
小
川
敏
夫
、
木
俣
伎

た
け
わ
ら
し
な
み
つ
は
る

丈
、
藁
科
満
治
(
以
上
民
主
党
)
、
佐
藤
道
夫
(
第
二
院
ク
ラ
ブ
)
の
-
諸

く

ら

た

ひ

ム

ゆ

き

た

に

氏
十
人
か
ら
意
見
を
聴
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
倉
田
寛
之
(
自
民
党
)
、
火
口

も

ι~か
し
で
ん
ひ
で
お

本
鏡
、
田
英
夫
(
以
上
社
民
党
)
の
諸
氏
は
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
出
席
で
き

な
か
っ
た
た
め
書
面
で
意
見
を
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
方
々

か
ら
意
見
を
聴
く
こ
と
と
並
行
し
て
、
多
く
の
内
外
の
資
料
、
論
文
が
参

考
に
供
さ
れ
た
。

か
く
て
、
参
議
院
を
「
再
考
の
府
」
と
し
て
と
ら
え
、
具
体
的
な
改
革

案
の
内
容
を
整
理
し
た
「
参
議
院
改
革
の
検
討
の
方
向
」
と
題
す
る
中
間

ま
と
め
案
が
一
月
二
十
六
日
〔
平
成
十
二
年
〕
の
検
討
会
で
基
本
的
に
了

承
さ
れ
た
。
こ
の
中
間
ま
と
め
案
が
一
部
の
新
聞
で
「
参
議
院
改
革
に
関

す
る
答
申
の
基
本
方
針
」
な
ど
と
し
て
報
道
さ
れ
た
が
、
こ
の
案
の
中
に
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参議院の将来像

は
、
凶
案
と
し
て
、
会
期
不
継
続
の
原
則
の
廃
止
、
比
例
代
表
制
の
廃
止

な
ど
国
会
法
や
公
職
選
挙
法
の
改
正
で
足
り
る
も
の
と
倒
案
と
し
て
衆
議

院
の
再
議
決
要
件
の
緩
和
、
参
議
院
の
首
相
指
名
権
の
廃
止
な
ど
憲
法
改

正
を
要
す
る
改
革
案
が
示
さ
れ
て
い
た
。
内
容
、
体
裁
と
も
従
来
に
な
い

思
い
切
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
各
方
面
で
注
目
さ
れ
、
好
意
的
に
受

け
止
め
ら
れ
た
反
面
、
参
議
院
議
員
の
一
部
に
強
い
反
発
を
招
く
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
後
で
と
り
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
参
議
院
改
革
の
重
要
課
題
で
あ
る
参
議
院
選
挙
制
度
に
つ

い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
選

挙
制
度
の
問
題
は
、
参
議
院
の
役
割
、
機
能
、
権
限
等
を
前
提
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
常
に
役
割
、
機
能
、
権
限
の
問
題
と
同
時
に
議
論

さ
れ
た
。
し
か
し
、
役
割
、
機
能
、
権
限
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
方
向
が

見
出
せ
な
い
ま
ま
、
自
由
閥
達
な
議
論
が
な
さ
れ
た
た
め
、
選
挙
制
度
に

つ
い
て
も
改
革
の
方
向
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
選
挙

制
度
の
問
題
は
、
か
な
り
技
術
的
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た

政
治
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
議
論
に
集
中
す
る
と
、

参
議
院
の
あ
る
べ
き
姿
が
見
失
な
わ
れ
て
行
く
お
そ
れ
も
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
集
中
的
に
議
論
す
る

こ
と
な
く
、
参
議
院
の
理
想
像
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
ま
と
ま
っ
た
と
こ

ろ
で
、
議
論
し
よ
う
と
い
う
方
向
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
今
年
〔
平
成
十
二
年
〕
の
二
月
に
入
っ
て
、
参
議
院
の
機
能

と
選
挙
制
度
、
参
議
院
選
挙
制
度
の
改
革
を
テ

l
マ
に
し
て
、
二
回
、
集

中
的
に
討
議
な
さ
れ
た
が
、
個
人
の
意
見
が
出
や
す
く
す
る
と
の
立
場
か

ら
、
政
党
よ
り
個
人
重
視
の
選
挙
制
度
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
観
点
か
ら
比

例
代
表
制
を
廃
止
す
る
と
い
う
方
向
で
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

将
来
の
課
題
と
し
て
、
参
議
院
の
代
表
制
の
性
格
を
見
直
す
こ
と
を
提
案

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
三
月
下
旬
以
降
は
、
意
見
書
の
最
終
案
の
取
り
ま

と
め
に
入
っ
た
が
、
自
由
閥
達
な
議
論
で
あ
っ
た
た
め
、
意
見
書
と
し
て

理
論
的
に
ま
と
め
る
作
業
が
大
変
で
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
意
見
書
原
案

を
会
議
に
諮
る
作
業
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
、
よ
う
や
く
ま
と
ま
っ
た
と
い

う
事
実
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
有
識
者
懇

談
会
は
、
い
わ
ゆ
る
「
審
議
会
」
と
異
な
り
、
委
員
が
本
当
に
自
分
の
意

見
を
自
由
に
言
い
、
こ
れ
に
対
す
る
意
見
も
委
員
が
自
由
に
言
っ
た
懇
談

会
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
意
見
書
の
形
式
、
内
容
と
も
従
来
の
審
議
会
の
意
見
書

と
異
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
分
っ
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
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意
見
書
に
つ
い
て



料

こ
の
意
見
書
で
は
、
従
来
の
改
革
意
見
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
衆
議
院

の
法
律
案
再
議
決
要
件
(
憲
法
五
九
条
)
の
緩
和
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所

の
組
織
方
法
(
憲
法
六
四
条
)
の
改
正
(
参
議
院
議
員
の
中
か
ら
選
挙
さ

れ
た
裁
判
員
で
構
成
す
る
。
裁
判
官
訴
追
委
員
会
は
衆
議
院
議
員
の
中
か

ら
選
挙
さ
れ
た
委
員
で
構
成
す
る
)
、
本
会
議
の
定
足
数
は
、
本
会
議
に

お
け
る
議
決
要
件
の
み
に
す
る
(
現
行
憲
法
で
は
、
議
事
及
び
議
決
に
つ

い
て
総
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
定
足
数
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
)
、
参

議
院
の
内
閣
総
理
大
臣
指
名
権
(
憲
法
六
七
条
)
を
な
く
す
な
ど
思
い
切
っ

た
、
憲
法
改
正
を
要
す
る
提
言
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
思
い
切
っ
た
提
言
は
、
各
方
面
で
注
目
さ
れ
、
好
意
的
に
受
け
と

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
参
議
院
議
員
の
中
か
ら
は
強
い
反
発
を
招
く
こ

と
と
な
り
、
「
参
議
院
制
度
改
革
検
討
会
」
も
こ
の
意
見
書
に
は
、
あ
ま

り
好
意
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
な
い
。
文
字
通
り
議
長
の
私
的
研
究
会
の
意

見
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

参
議
院
の
権
限
を
弱
め
る
こ
と
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
高
見
先
生
が
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
七
七
号
の
座
談
会
「
期
待

さ
れ
る
国
会
像
」
の
中
(
一
二
頁
以
下
)
で
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
座
談
会
に
お
け
る
衆
議
院
法
制
局
の
浅
野
善
治
氏

の
発
言
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
即
ち
、

「
権
限
を
弱
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
議
長
の
私
的
懇
談
会
な
ど
で

資

も
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
権
限
を
弱
め
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な

く
て
、
衆
議
院
は
政
策
決
定
な
り
、
政
権
の
創
出
に
対
し
て
直
接
的
な
役

割
を
果
す
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
参
議
院
と
し
て
は
、
も
う
一
っ
そ
こ

で
は
違
っ
た
見
方
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
閣
僚
は
参
議
院
議
員
か
ら
選
出
し
な
い
と
い
う
こ
と

や
、
法
律
案
の
衆
議
院
再
議
決
の
要
件
の
見
直
し
な
ど
と
い
う
考
え
方
が

出
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
衆
議
院
の
政
策
決
定
、
政
権

基
盤
と
異
な
っ
た
観
点
か
ら
の
人
事
案
件
の
同
意
、
決
算
審
査
を
中
心
と

し
た
行
政
評
価
と
い
う
こ
と
に
参
議
院
の
積
極
的
役
割
を
見
出
す
と
い
う

こ
と
も
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
え
て
そ
う
い
う
権
限
か
ら

遠
ざ
か
る
と
い
う
か
、
政
策
決
定
に
直
接
に
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
考
え

方
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
立
場
の
方
が
、
政
府
与
党
に
対
し
て
も
自

由
な
立
場
か
ら
問
題
点
を
分
析
し
、
指
摘
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る

わ
け
で
一
つ
の
大
き
な
考
え
方
で
な
い
か
と
は
思
い
ま
す
」
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
議
会
法
専
攻
者
と
し
て
の
個
人
の
意
見
で
あ
る
が
、
わ

れ
わ
れ
の
立
場
を
よ
く
理
解
し
て
く
だ
さ
っ
た
意
見
で
あ
り
ま
す
。
参
議

院
の
議
員
の
皆
さ
ん
も
こ
う
い
う
理
解
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す。
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ま
た
、
「
会
期
不
継
続
の
原
則
」
を
改
め
、
通
年
会
期
制
、
立
法
期
制

度
の
導
入
の
提
言
も
、
新
し
い
提
案
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
憲
法



改
正
を
要
す
る
提
案
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
れ
も
抜
本
的
改
革
で
、

思
い
切
っ
た
提
案
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

更
に
、
参
議
院
の
独
自
性
、
自
主
性
と
い
う
こ
と
か
ら
「
国
会
法
の
規

定
を
原
則
と
し
て
両
院
関
係
及
び
国
民
、
官
庁
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
も

の
の
み
に
限
定
し
、
議
院
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
各
議
院

の
規
則
等
で
定
め
る
」
旨
の
提
案
も
、
憲
法
、
議
会
法
の
専
攻
者
に
と
っ

て
は
常
識
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
議
院
法
の
伝
統
が
残
さ
れ
た
ま
ま
の
国

会
法
で
運
用
さ
れ
て
い
る
現
状
に
対
し
て
は
、
新
し
い
思
い
切
っ
た
提
案

と
い
え
よ
、
っ
。

参議院の将来像

そ
の
ほ
か
、
参
議
院
の
独
自
性
と
自
主
性
の
確
保
、
国
務
大
臣
就
任
の

自
粛
、
党
議
拘
束
の
緩
和
、
決
算
審
査
の
重
視
、
国
政
調
査
権
の
行
使
の

仕
方
の
見
直
し
(
特
に
国
政
調
査
報
告
書
の
作
成
)
、
請
願
審
査
の
充
実

な
ど
参
議
院
問
題
懇
談
会
、
参
議
院
制
度
研
究
会
そ
の
他
で
指
摘
さ
れ
た

従
来
か
ら
の
懸
案
事
項
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
提
案
し
て
い
る
。

な
お
、
党
議
拘
束
の
緩
和
、
決
算
審
査
の
充
実
な
ど
は
、
参
議
院
制
度

改
革
検
討
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

参
議
院
選
挙
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
比
例
代
表
選
挙
制
度
の
廃
止

を
含
め
た
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
な
こ
と
を
述
べ
た
の
に
止
ま
っ
た
。

参
議
院
の
権
限
、
組
織
の
問
題
は
、
一
体
と
し
て
把
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
わ
れ
わ
れ
の
提
案
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
る
か
を
検
討
さ
れ
る
場

で
具
体
的
に
考
え
て
い
た
だ
く
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

参
議
院
選
挙
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
二
月
二
十
五
日
に

参
議
院
各
会
派
懇
談
会
か
ら
「
参
議
院
選
挙
制
度
改
革
に
関
す
る
協
議
会

報
告
書
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。

参
議
院
の
改
革
に
つ
い
て
「
有
識
者
懇
談
会
」
で
は
熱
心
に
討
議
し
、

考
え
て
来
た
。
ま
た
、
私
自
身
も
こ
れ
ま
で
考
え
て
来
た
の
で
す
が
、
参

議
院
の
現
状
を
み
て
み
る
と
、
結
局
は
、
政
治
の
在
り
方
の
問
題
で
あ
り
、

制
度
の
問
題
で
は
な
く
、
政
治
の
改
革
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
実
現
は
困

難
で
あ
る
と
い
わ
、
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

* 
本
稿
は
、
二

0
0
0
年
一
二
月
九
日
開
催
の
北
大
立
法
過
程
研
究

会
に
お
け
る
報
告
原
稿
に
加
筆
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る
(
高
見
記
)

0
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